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嘉手納町中央区地域優良賃貸住宅整備事業ＰＦＩアドバイザリー委託業務に係る 

公募型プロポーザル方式実施要領 

 

１．目的 

本業務は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成

11 年法律第 117 号、以下、「PFI 法」という。）に基づく事業手法を実施するにあたり、

実施方針の策定・公表から、令和９年度に予定している民間事業者との契約締結に向け

た事業者選定等の諸手続きについて、関係資料の作成や金融、法務、技術等の専門的・

技術的支援を受け、建設事業を適正かつ確実に進めるための準備を整えることを目的と

する。 

 

２．委託業務の概要 

（１）業務名称：  

嘉手納町中央区地域優良賃貸住宅整備事業ＰＦＩアドバイザリー委託業務 

（２）業務内容： 

別紙「嘉手納町中央区地域優良賃貸住宅整備事業ＰＦＩアドバイザリー委託業

務仕様書」に記載のとおり 

（３）契約方法： 

公募型プロポーザル方式による随意契約 

（４）契約期間： 

    契約締結日から令和９年３月１９日（金）まで 

（５）委託料（見積限度額）： 

    ７，４８０，０００円（消費税及び地方消費税を含む）以内 

 

３．参加資格要件 

 本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものであること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第１６７条の４の規定に該当しな

いこと。 

 （２）企画提案書の提出期限において、本町及び国や地方公共団体において指名停止

の措置を受けていないこと。 

 （３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続きの開始    

の申し立て及び民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続

き開始の申し立てがなされていないこと（会社更生法の規定による更生計画認

可又は民事再生法規定による再生計画認可の決定を受けているものを除く）。 

 （４）宗教活動及び政治活動を目的としていない者であること。   

（５）嘉手納町暴力団排除条例（平成23年嘉手納町条例第９号）第２条第２号に規定

する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 
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（６）過去又は現在において、同一又は類似する国や地方公共団体への導入実績を有

すること。   

（７）国税、県税及び市町村税について滞納がないこと。 

 ※共同企業体で参加しようとする場合は、全ての構成員が上記（１）から（７）の

資格要件を満たすこと。また、共同企業体の構成員として参加する企業は、本事

業において単独企業（個社）として重複して参加することは認められない。 

 

４．選定スケジュール  

公募から事業者選定までのスケジュール（概要）は以下のとおり。 

内 容 期 間 

① 仕様書等の配布 令和８年４月１６日（木） ホームページに掲載 

②参加申込書等の提出 

（様式第1号） 
令和８年４月２３日（木）１７時まで（土日祝日を除く） 

③質問受付期間 令和８年４月２３日（木）１７時まで 

④質問の回答 
令和８年４月２７日（月）１７時までに参加者全員に電

子メールで回答 

⑤企画提案書等の提出 令和８年４月３０日（木）１７時まで（土日祝日を除く） 

⑥プレゼンテーション 

令和８年５月８日（金）１３時以降予定 

時間等の詳細は令和８年５月１日（金）までに電子メー

ルにて連絡 

⑦結果の通知 
令和８年５月中旬予定 

文書による通知及びホームページに掲載 

⑧契約の締結 令和８年５月中旬予定 

  ※⑥～⑧の実施日については、事務上の都合により変更することがある。 

  ※応募多数の場合は、事前に書類選考を実施する。 

 

５．質問受付・回答 

（１）質問方法： 

    本委託業務の内容等についての質問は、質問受付期間中に電子メール（任意様

式可。送信後は電話にて受信確認すること。）により提出し、会社名、担当者名、

電子メールアドレス、電話番号、ＦＡＸ番号を併記すること。 

質問提出先は「事務局（問合せ先及び書類提出先）」のとおり。なお、質問は

１回限りとし、プロポーザル実施手順等についての質問は随時電話等で受け付け

る。 
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（２）回答方法： 

業務内容等に関する質問については、質問者匿名にて参加者全員に電子メール

にて回答する。なお、質問内容が不明瞭なものについては、回答しないことがあ

る。また、電子メール以外での質問（電話での問い合わせ等）については回答し

ない。 

 

６．プロポーザルへの参加申込 

 以下のとおりに事務局へ提出（郵送可）すること。なお郵送する場合は、提出期限日

までに必着にすること。また参加申込後、参加を取りやめる場合は企画提案書等の提出

期限までに参加辞退届（様式第３号）を提出すること（郵送可）。辞退しても今後不利

な扱いを受けることはない。 

 

７．プロポーザルへの参加承認及び実施日案内の通知 

 企画提案書等の確認後、プロポーザル参加の認否を電子メールにて通知する。参加を

承認した事業者にはプレゼンテーションの実施日案内も併せて通知する。 

提出書類一覧 

①参加申込書 様式第１号 

②定款及び代表者事項証明書 
任意様式 

※個人事業主の場合は開業届の写しを提出すること 

③会社概要 
様式は任意だが１種類とする。なお、パンフレット等でも

可能とする 

④業務経歴書 

様式第２号 

・業務経歴の記載は直近５年以内のものとする 

・代表する業務について、業務委託契約書及び仕様書の写

しを添付すること 

⑤国税、地方税の納税証明書 滞納がないことを証明できるもの。任意様式 

⑥共同企業体参加資格者誓約

書  ※共同企業の場合 
 

提出期限・提出先 

① 参加申込書等提出期限 令和８年４月２３日（木）１７時まで（土日祝日を除く） 

② 企画提案書等提出期限 令和８年４月３０日（木）１７時まで（土日祝日を除く） 

③ 提 出 先 嘉手納町役場 企画財政課（庁舎２階） 



4 

 

 なお、申込書類を提出したにもかかわらず、令和８年５月１日（金）までにプロポー

ザル参加承認の連絡がない場合は「事務局（問合せ先及び書類提出先）」へ電話で問い

合わせること。また、参加不承認の場合は、町にその理由の説明を求めることができる。 

 

８.企画提案書等の提出 

「３．参加資格要件」を満たし、本プロポーザルに参加する場合は、以下の書類を企

画提案書等の提出期限までに事務局へ提出（郵送可）すること。なお、郵送する場

合は、提出期限日までに必着にすること。 

（１）提出部数:正本・・・１部（代表者印押印のもの） 

副本・・・８部（正本の写し） 

（２）提出方法：下記提出書類①～⑥を順に製本し、それぞれにインデックスを付け、

簡易なＡ４ファイルで提出すること。 

提出書類一覧 

①企画提案書提出届 様式第４号 

②企画提案書 

任意様式 

仕様書の業務内容を踏まえ、次の内容について記載すること。 

・本業務における基本的な取組方針 

・本業務の遂行にあたっての具体的な手法 

③業務スケジュール 任意様式 

④業務実施体制調書 様式第５号 

⑤配置予定者調書 様式第６号ー１、様式第６号ー２ 

⑥見 積 書 
任意様式 

※「２．（５）委託料（見積限度額）」を参考 

提出期限・提出先 

①企画提案書提出期限 令和８年４月３０日（木）１７時まで（土日祝日を除く） 

②提 出 先 嘉手納町役場 企画財政課（庁舎２階） 

（３）提案内容 

「嘉手納町中央区地域優良賃貸住宅整備事業ＰＦＩアドバイザリー委託業務仕

様書」を踏まえ、提案者としてのアピールポイントを明記すること。 

（４）書類作成上の留意事項 

①具体的な内容を把握することができるように分かりやすく記載すること。 
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②文字サイズは１１ポイント以上とする。ただし、図表中に使用する文字につ

いてはこの限りではない。 

③日本産業規格Ａ４縦版（Ａ３折込可）の印刷物とし、片面印刷で作成のう

え、各ページにページ番号を付すこと。 

 

９．プレゼンテーションの実施及び審査 

（１）選定方法： 

業務経歴書（様式第２号）を含む企画提案書等の提出書類及びプレゼンテーシ

ョンの内容を基に「嘉手納町中央区地域優良賃貸住宅整備事業ＰＦＩアドバイザ

リー委託業務業者選定委員会」において総合的に評価を行い、委託候補者を選定

する。 

（２）実施方法： 

    プレゼンテーションは対面により実施する。モニター及びHDMIは本町において

準備する。 

（３）日  時：令和８年５月８日（金）１３時以降 

    ※時間の詳細については、応募件数等を考慮し、参加者へ後日連絡する。 

（４）参加人数： 

プレゼンテーションへの参加人数は３名までとし、業務実施体制調書（様式第

５号）にて届け出た管理責任者は必ず参加しなければならない。 

（５）プレゼンテーションに要する時間： 

    概ね３０分以内（説明２０分、質疑応答１０分程度）とする。 

（６）評価項目： 

    別表１「審査項目」のとおり 

（７）参加者が一提案者のみの場合について： 

    プロポーザルを実施し、その点数が過半数を獲得した場合は、その提案者を委

託候補者として決定する。 

 

１０．審査結果の公表 

 委託候補者選定後、嘉手納町ホームページ上にて結果を公表する。 

 

１１．失格となる場合 

 提案者が次に該当する場合は、失格となることがある。 

（１）参加資格の要件を満たさなくなった場合 

（２）企画提案書等が提出期限までに提出されなかった場合 

（３）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（４）選定の公平性を害する行為があった場合 
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（５）前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為等、選定委員

会が失格であると認めた場合 

（６）見積限度額を超えた見積を提出した場合 

 

１２．契約 

 町は委託候補者と協議し、委託候補者が提案した内容を反映した仕様書を調整のうえ、

契約を締結する。ただし、選定された事業者が以下の規定に該当する場合は、契約を締

結しない。なお、この場合は次順位の者と協議するものとする。 

（１）参加資格の要件を満たさなくなった場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）選定の公平性を害する行為があった場合 

 

１３．提出書類の取扱い 

（１）提出書類の著作権は、契約締結に至った企画を除き参加者に帰属するものとする。

ただし、嘉手納町が本件の報告、説明、公表等のために必要な場合は、提出書類

の内容を無償で使用できるものとする。 

（２）本件に係る情報公開請求があった場合、提案内容やノウハウ及び提案への評価に

関する部分を除き、嘉手納町情報公開条例（平成 14 年嘉手納町条例第 9号）に基

づき、提出書類を公開する場合があるものとする。 

（３）提出書類は一切返却しない。 

 

１４．その他 

（１）本件参加に係る費用は、すべて参加者の負担とする。 

（２）提出書類における記名・押印は、契約の権限を有する代表者のものとする。 

 

 

【事務局（問合せ先及び書類提出先）】
   

  部 署 名：嘉手納町 企画財政課 定住対策係（庁舎２階） 

担  当：小嶺 佑矢 

住  所：〒９０４-０２９３ 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納５８８番地 

電話番号：０９８－９５６－１１１１（内線２４３） 

Ｆ Ａ Ｘ：０９８-９５６-９５０８ 

メ ー ル：teiju@town.kadena.okinawa.jp 
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別表1

評価基準評価項目評価対象評価
指標

嘉手納町中央区地域優良賃貸住宅整備事業PFIアドバイザリー委託業務

プロポーザル 評価項目

実施体制 配置予定者調書 実施体制の内容
　担当者の資格や経歴、手持ち業務の件数を勘案して判

定する。

事業概要

  仕様書に基づき、嘉手納町中央区地域優良賃貸住宅整備

事業PFIアドバイザリー委託業務の実施に向け、基本的

なことを理解しているか。

スケジュール
　提示されたスケジュールが適正で、完遂出来る内容が

示されているか。

経済性 見積書 見積価格 　企画提案内容を勘案して妥当であるか。

企画提案書 実施内容

企画内容

　民間事業者のノウハウを最大限活用できるような実施

方針、要求水準書の作成が期待できるか。

　特定事業の選定について、事業条件等をもとにした定

量・定性的評価など、その方法・内容等が妥当である

か。

　事業者説明会について、対象者の理解促進に向けた工

夫が示されているか。

独自提案
　創意工夫に基づき、独自性が優れた内容になっている

か。


